
令和６年度 医療従事者等処遇改善手当の支給について 

 

 

標記につきまして、令和６年６月の診療報酬改定を踏まえ、参考資料のとおり手当を支給する

こととしましたので、お知らせいたします。 

なお、規程改正等の都合上、６月に遡及しての適用となることから、１０月支給の給与には、

６月からの遡及分を含みますのでご留意ください。 

その他、給与規程等につきましては、ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

＜常勤職員の方＞ 

・国立大学法人佐賀大学職員給与規程（第４５条の４） 

https://kiteikanri2011.admin.saga-u.ac.jp/browse.php?action_printRule&id=561 

 

＜契約職員の方＞ 

・国立大学法人佐賀大学契約職員給与規程（第３１条） 

https://kiteikanri2011.admin.saga-u.ac.jp/browse.php?action_printRule&id=584 

 

＜非常勤職員の方＞ 

・国立大学法人佐賀大学臨時職員給与規程（第１７条の４） 

https://kiteikanri2011.admin.saga-u.ac.jp/browse.php?action_printRule&id=589 
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